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はじめに 

 

  地球規模の環境問題に国の枠組みを 越えた対応が求めら れる現在、温室効果

ガスによる地球温暖化はその代表的な課題になっ ています。令和 2( 2020) 年 10

月、 政府は令和 32( 2050) 年までに温室効果ガスの排出を 全体と し てゼロにす

る「 カ ーボンニュ ート ラ ル」 の実現を宣言し まし た。 また小山市、 下野市、 野

木町（ 以下「 市町」 と いう ） は令和 5( 2023) 年にそれぞれ「 ゼロカ ーボンシテ

ィ 宣言」 を行いまし た。私たちが毎日排出するごみを 焼却するこ と でも 温室効

果ガスは発生し ており 、 燃やすごみ・ 可燃ごみ（ 以下「 も やすし かないごみ」

と いう ） を減ら すこ と が求めら れています。  

市町は、 ごみ処理に関する 事務を 共同処理する ため小山広域保健衛生組合

（ 以下「 組合」 と いう ） を設立し 、 も やすし かないごみは、 小山市にある 160t

焼却施設と 70t 焼却施設で焼却処理※し ています。こ のう ち昭和 61( 1986) 年に

建設さ れた 160t 焼却施設は老朽化が進んでいるため、 令和 9( 2027) 年 4 月の

稼働を 目指し て新たな 180t 焼却施設の整備を進めていると こ ろ です。  

将来的に人口減少による廃棄物の自然減少が見込まれる状況で、新たな焼却

施設の規模が過大なも のと なら ないよう 、市町と 組合では、も やすし かないご

みに紙やプラ スチッ ク 製容器包装などの資源物が混入し ている 状況を 踏まえ、

他自治体の事例を も と に達成可能なも やすし かないごみの削減目標を 検討し 、

その達成を前提と し た焼却施設を計画し まし た。整備が完了すると 、現在より

処理能力は増えますが、万一の災害時に発生する廃棄物の処理に備えるために

も 、 平常時から も やすし かないごみを 削減し ておく こ と が必要です。  

令和 3( 2021) 年 6 月、 組合は廃棄物の減量化を検討するにあたり 、 広く 住民

の皆様の御意見を 反映するため、廃棄物減量化対策推進検討会を 設置し 、令和

4( 2022) 年１ 月にも やすし かないごみの減量化施策と し て、 多く の自治体で導

入実績のある“ 家庭系及び事業系指定袋制度を 実施するこ と ” が提言さ れまし

た。  

こ の提言を 契機に、市町と 組合は指定ごみ袋制度の導入に向けた取り 組みを

進めて行く こ と になり まし た。  

 

※下野市石橋地区で発生し たも やすし かないごみは令和９ 年度から 当組合施設で処理開始する

予定です  
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１  ごみ処理の現状 

（ １ ） ごみ処理の概要 

市町のごみは分別毎に次の３ 箇所の施設で処理し ています。  

施設名 中央清掃センタ ー リ サイ ク ルセンタ ー 南部清掃センタ ー 

所在地 小山市 下野市 野木町 

処理 

対象 

ごみ 

も やすし かないごみ 

粗大ごみ（ 可燃系）  

不燃ごみ 

粗大ごみ（ 不燃系）  

資源物（ びん・ 缶・ ペ

ッ ト ボト ル）  

有害ごみ、 小型家電 

生ごみ（ 野木町）  

プ ラ スチッ ク 製容器

包装 

剪定枝 

※こ のほか、 各施設で可燃系資源物を 回収し ています。  

 

中央清掃センタ ーでは、も やすし かないごみなどを 以下の施設で処理し てい

ます。  

160t 焼却施設等の「 160ｔ 」 は 1 日 24 時間運転し た場合の処理能力を表し

ます。施設の点検や整備などで停止し なければなら ない日数を除いた、年間運

転日数は 268 日と し て計算し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ． 中央清掃センタ ーのも やすし かないごみ処理フ ロー 

 

 

 

 

 

 

※下野市石橋地区は令和９年度以降、当処理フローに含む 

令和８( 2 0 2 6 ) 年度まで 令和９( 2 0 2 7 ) 年度以降 

小山市 

下野市 

野木町 

１６０ｔ焼却施設 

( 昭和６１年)  

7 0 t 焼却施設 

第一期エネルギー回収推進施設 ( 平成 2 8 年 10 月)  

18 0 ｔ焼却施設 

第二期エネルギー回収推進

施設( 令和９年予定)  
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（ ２ ） も やすし かないごみの排出量 

 

図２ ．  小山広域管内のも やすし かないごみ及び可燃系粗大ごみ排出量 
 

平成 28( 2016) 年度から のも やすし かないごみ及び可燃系粗大ごみの排出量

（ 下野市石橋地区分を含む） は、 約 60, 000t 程度でほぼ横ばいの状況です。  

 

（ ３ ） も やすし かないごみの組成 

 

図３ ．  小山広域管内のも やすし かないごみ組成分析結果 
 

家庭ごみを対象に実施したもやすしかないごみの組成分析では、約 2 0 % が資

源化できる紙類（新聞紙、段ボール、雑誌類、雑紙等）やプラスチック製容器包装で

した。これらの分別を徹底していただく ことで、もやすしかないごみを減らし、資源

化することができます。 

4 2 ,0 0 3  4 3 ,8 5 3  4 4 ,3 3 9  4 3 ,6 8 7  4 5 ,5 16  4 4 ,15 9  4 3 ,10 9  

16 ,2 7 0  16 ,6 2 0  16 ,4 7 5  16 ,6 4 9  15 ,18 2  15 ,4 3 3  15 ,3 2 5  

5 8 ,2 7 3  6 0 ,4 7 3  6 0 ,8 14  6 0 ,3 3 6  6 0 ,6 9 8  5 9 ,5 9 2  5 8 ,4 3 4  

0

10 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

7 0 ,0 0 0

H2 8 H 2 9 H3 0 R1 R2 R3 R4

(  t )
家庭系 事業系

7 9 .5 9 %

16 .4 3 %

3 .4 0 %
0 .5 8 %

もやすしかないごみ（適合品）

資源化可能な紙類

プラスチック製容器包装

不燃物

19 .8 3 %  
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（ ４ ） もやすしかないごみの削減目標 

令和 9 年度までに平成 30 年度比で 5, 000t 削減する こ と を 目標にし ています。  

も やすし かな い ご みの排出量は、 平成

30( 2018) 年度に約 61, 000t でし たが、市町と

組合では、 新たに建設する 焼却施設の処理

能力が将来的に過大になら ないよ う 、 他自

治体の事例を も と に達成可能な削減目標を

検討し 、その達成を 前提と し た施設整備を計

画し まし た。  

令和 9( 2027) 年 4 月に稼働を 予定し ている

第 二期エネルギー回収推進施設 180t 焼却

施設が完成すると 、70t 焼却施設と 合わせた

処理能力は最大で 67, 000t ／年になり ます。

一方、汚れていてリ サイ ク ルでき ない資源物

や粗大ごみの破砕物など 残渣物の焼却処理

（ 約 4, 000t ／年） や、 災害発生時に災害廃

棄物を 速やかに処理でき る よ う にする ため

には、平常時の排出量を 56, 000t／年を目標

に削減し ておく 必要があり ます。  

5, 000t の削減目標は、 家庭系と 事業系に

分けて以下の試算に基づいています。  
 

ア） 家庭系ごみの削減目標 

44, 339t  × 7% ＝ 3, 104t  ≒ 3, 100t  …① 

44, 339t ： 平成 30 年度家庭系も やすし かないごみ排出量 

7%： 大袋１ 枚あたり の価格 10～20 円（ 最も 安価） の場合の削減効果 

手数料水準と ごみの減量効果( 東洋大学山谷教授Ｈ Ｐ より )  
 

イ ） 事業系ごみの削減目標 

16, 475t  × 11. 5% ＝ 1, 895t  ≒ 1, 900t  …② 

16, 475t ： 平成 30 年度事業系も やすし かないごみ排出量 

  11. 5%： 広島市の指定ごみ袋による事業系ごみ削減実績より  
 

ウ） 合計 ① ＋ ② ＝ 3, 100t  ＋ 1, 900t  ＝ 5, 000t  
 

削減目標を 達成するには平均し て約 8. 2%のも やすし かないごみを 削減する

必要があり ます。 45L のごみ袋であればバレ ーボール１ 個分程度の量が目安と

なり ます。 直近 3 ヶ 年の実績では、 も やすし かないごみの排出量は約 59, 000t

でし たので、 削減目標達成まであと 約 3, 000t の削減が必要です。  

6 1,0 0 0  5 6 ,0 0 0  5 9 ,0 0 0  

4 , 0 0 0  

4 , 0 0 0  

3 , 0 0 0  

7 , 0 0 0  

7 , 0 0 0  

7 , 0 0 0  

4 5 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

5 5 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

6 5 ,0 0 0

7 0 ,0 0 0

7 5 ,0 0 0

H 3 0 年度 目標

( R9 年度)

現状
( t)

もやすしかないごみ 残渣物 災害廃棄物

図４ ． 5, 000t の削減目標の根拠 

削減目標 

△5 ,0 0 0 t 

R9 年度以降の最大処理能力 
6 7 ,0 0 0 t／年 

( 災害が発生した場合に処理 
可能量を超過するおそれがある)  

( 参考)  

※…災害廃棄物の排出量( 7 ,0 0 0 t) は、災害廃棄物処理余力

分（2 6 t／日）より、焼却施設を年間稼働日数で稼働させ

た場合に、2 6 t×2 6 8 日≒7 ,0 0 0 t/年となることによる。 

( R2 ～4 平均)  
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２ ． 制度の概要と 効果 

（ １ ） 指定ごみ袋制度と は 

ごみを 排出する際に、市町と 組合が指定し た専用のごみ袋を 使用し ていただ

く 制度です。 指定ごみ袋制度には、 ごみ袋の代金にごみ処理手数料を 含む「 有

料指定袋制度」 と 、 ごみ処理手数料を 含まない「 単純指定袋制度」 の２ 種類が

あり ますが、 市町と 組合では、 経済負担の少ない“ 単純指定袋制度” を 導入す

る方針です。  

なお指定ごみ袋の価格はごみ処理手数料を 含まない市場価格のため、製造業

者や小売店ごと に販売価格が異なり ます。  

図５ ．  単純指定袋制度と 有料指定袋制度の販売価格の違い 

 

（ ２ ） 制度の実施時期 

  指定ごみ袋制度は家庭系・ 事業系共に令和 6（ 2024） 年度中の導入を 予定し

ています。 導入に向けては概ね以下のスケジュ ールで取り 組みます。  

令和 6( 2024) 年 1 月  指定ごみ袋制度基本方針（ 案） パブリ ッ ク コ メ ント  

〃   3 月  指定ごみ袋制度基本方針決定 

〃   4 月～ 住民説明会等の開催 

〃   10 月  指定ごみ袋制度導入（ 移行期間開始）  

令和 7( 2025) 年 4 月  指定ごみ袋制度完全実施（ 移行期間終了）  

  

製袋業者 

行政 
小売店 住民・ 事業所 

製造原価＋ごみ処理手数料 

（ X＋Y 円） で販売 

・ 製袋業者が袋を 製造（ 原価 X円）  

・ 行政が設定するごみ処理手数料（ Y 円）

を 上乗せし て小売店へ引き 渡す 

有料指定袋制度（ 袋にごみ処理手数料を上乗せする制度）  

製袋業者 小売店 住民・ 事業所 

製造、 小売店へ卸売 小売店が販売価格を

独自に定める 市場価格（ 店舗ごと に 

異なる価格） で販売 

単純指定袋制度（ 袋の価格にごみ処理手数料を上乗せし ない制度）  
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（ ３ ） 制度の効果 

①ごみの減量化と 資源化の促進 

    指定ごみ袋の導入を契機と し て、 ごみの分別を 推進すると と も に、 日頃

から ごみの減量化を 意識し た生活習慣を心がけていただく こ と で、 ごみの

減量化と 資源化が促進さ れます。  

②不適切なごみの排出防止 

市町と 組合専用の指定ごみ袋を 導入するこ と で、地域外のごみが不正排出

さ れるこ と を 防止し ます。  

③ごみ処理経費の削減 

も やすし かないごみの減量化と 資源物の増加によっ て、ごみ処理経費の削

減が期待さ れます。  

 

（ ４ ） 制度の評価と 見直し  

指定ごみ袋制度の導入後は、 効果や課題を 定期的に評価検証すると と も に、

課題に対し て柔軟に対応するため、 必要に応じ て本基本方針を見直し ます。  
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３．制度の方針  

（ １ ） 制度の対象 

  指定ごみ袋制度は、も やすし かないごみの削減を目的と し ているため、家庭

系及び事業系の「 も やすし かないごみ」 を 対象にし ます。 こ の「 も やすし かな

いごみ」 は、 指定ごみ袋制度の導入を契機に、 市町間で異なっ ていた「 燃やす

ごみ・ 可燃ごみ」 の名称を 統一し つつ、皆様に資源物の回収や分別の徹底にご

協力いただけるこ と を 願い、「 も やす」 こ と がやむを 得ないこ と を 強調し た名

称と し ており ます。  

また家庭系と 事業系で共通し た仕様の袋を採用し ます。共通し た仕様の袋と

するこ と でスケールメ リ ッ ト が働き 、価格の低減に繋がるこ と や、排出者によ

っ て異なる袋の厚み（ 強度） などの選択の幅が広がるこ と を 期待し ています。 

 

（ ２ ） 指定ごみ袋の仕様 

袋の色は、 現在と 同様、 収集時に分別の確認ができ 、 かつプラ イ バシーの確

保にも 一定の効果が期待さ れる透明または（ 白色） 半透明と し 、 文字の色はも

やすし かないごみの指定ごみ袋であるこ と を イ メ ージし やすい赤色と し ます。 

また、指定ごみ袋は単身世帯の住民から 大規模事業所まで幅広い層が使用す

るこ と から 、 容量が小さ なも のから 大き なも のまで幅広く 用意するも のと し 、

形状は袋をし ばり やすいＵ 字型と 汎用性・ 経済性に優れた平型を 併用し ます。 

材質はごみ袋の材質と し て最も 一般的なポリ エチレンと し ます。こ のポリ エ

チレンは大き く 分けて LDPE（ 低密度ポリ エチレ ン） と HDPE（ 高密度ポリ エチ

レ ン） の二つに分けら れますが、 両者の間で性質が大き く 異なるため、 排出す

る状況によっ て使い分けが可能なよう に併用し ます。  

カ ーボンニュ ート ラ ルの実現に向けて、指定ごみ袋にも 環境配慮を求める声

が広がり つつあり 、他自治体では指定ごみ袋にバイ オマスプラ スチッ ク や再生

プラ スチッ ク を 使用する例も みら れますが、こ れら はコ スト 増の原因にも なる

ため、こ れら の使用については市場のニーズにあわせて製袋業者が任意に選択

でき るこ と にし ます。  

指定ごみ袋は市町の住民及び事業者がごみを 排出するのに用いら れるため、

ごみ袋と し て使用するための必要最低限の強度を 備えておく 必要があり ます。

そこ でポリ エチレ ンフ ィ ルム製袋及び、包装用ポリ エチレ ンフ ィ ルムの JI S規

格を基準と し た品質を指定ごみ袋の性能に求めるこ と にし ます。また、家庭系

と 比較し て、より 袋の強度が求めら れる事業系ごみ等にも 対応でき るよう 、厚

みは JI S 規格の基準に加えて別途要求水準を設けます。  

視覚障がい者の方が指定ごみ袋を判別でき るよう 、外袋の下部中央に穴を開

ける加工を施し ます。  
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指定ごみ袋の仕様は以下のと おり と し ます。  

 

（ ３ ） 表示内容 

表示内容については以下のと おり と し ます。  

  

※任意記入欄について 

地域によっ ては、排出者名や番号を 記載するルールを 設けるなど、ごみの減

量化や排出ルールの徹底に有効に活用し ている事例があり ます。プラ イ バシー

の保護などに御配慮いただき 、地域でより よい運用について御検討のう え御利

用く ださ い。   

  

１  ごみの種類「 も やすし かないごみ」 の表示 

２  「 も やすし かないごみ」 の外国語表記 

（ 英語・ 韓国語・ 中国語・ ポルト ガル語・ スペイ ン語・  

ベト ナム語・ ネパール語・ ウルド ゥ ー語・ タ イ 語）  

３  容量（ 〇〇Ｌ 相当）  

４  任意記入欄 

５  出し 方のルール 

６  認定番号 

袋 の 色 ：  透明または半透明 

透 明 度 ：  内容物が識別可能な透明度を 有するこ と  

文 字 色 ：  赤 

使用するイ ンク にはカ ド ミ ウム、 鉛、 水銀、 ヒ 素、 ク ロ

ム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロ

ゲン化合物を 含まないこ と 。  

容   量 ：  15L、 30L、 45L、 70L  

形   状 ：  平型またはＵ 字型 

素   材 ：  ポリ エチレ ン（ LDPE、 HDPE 等の指定はし ない）  

温室効果ガス排出削減を 目的にバイ オマスプラ スチッ ク

や再生プラ スチッ ク 等を使用するこ と ができ る。  

厚   さ  ：  JI S Z 1711: 1994 に準じ る 

但し 45L 以上の容量については事業系ごみ等に対応でき

る厚さ 0. 03mm以上の袋も 製造するこ と 。  

品   質 ：  JI S Z 1702: 1994 及び JI S Z 1711: 1994 に準じ る 
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図６ ．  指定ごみ袋のデザイ ン  

Burnable garbage  가연 쓰레기  可燃垃圾  Lixos Incineráveis 

Basura incinerable Rác cháy được दहनशील फोहोर               ขยะท◌่ีตดิไฟได ้

小山市・下野市・野木町
お や ま し  し も つ け し  の ぎ ま ち

 

〇 ごみを減
へ

らすことに 協 力
きょうりょく

してください 
Please cooperate in reducing the garbage. 

〇 ごみはきめられた日
ひ

の朝
あさ

８：００までに、きめられた場所
ば し ょ

にだしてください 
Dispose of the garbage at the designated site by 8 am on the collection day. 

○○Ｌ相当 

 

認定番号〇〇〇号 

〇 資源
し げ ん

になる紙類
かみるい

やプラ容器
よ う き

などはこの袋
ふくろ

に入
い

れられません 
No paper, plastic containers, or recyclables in this bag. 
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（ ４ ） 指定ごみ袋の製造・ 流通・ 販売方法 

  市町と 組合が袋の仕様を 公開し て製造する製袋業者を 募り 、 認定を 受けた

製袋業者が自由に製造・ 流通さ せる“ 製造業者認定制度” を採用し ます。  

こ の方式は複数の製袋業者が参入するこ と で、製袋業者間や販売店間の自由

競争が生まれ、価格低減や品質向上、多様なニーズに応える製品の供給につな

がると と も に、既存の流通・ 販売経路を活用し たスムーズな制度開始や指定ご

み袋の市場への安定供給の面でも メ リ ッ ト が期待でき ます。  

図７ ．  製造業者認定制度における指定袋の製造～販売フ ロー 

 

（ ５ ） 指定ごみ袋に入っ ていないごみの取り 扱いについて 

  指定ごみ袋制度の開始後は、 も やすし かないごみを 排出する 際には指定ご

み袋を 使用し ていただく こ と になり ます。 原則と し て指定ごみ袋に入っ てい

ないも やすし かないごみの収集はでき ません。  

また中央清掃センタ ーに直接搬入する場合も 、可燃系粗大ごみや除外品目を

除き 、原則と し て指定ごみ袋に入っ ていないも やすし かないごみの搬入や処理

はでき ません。  

 

（ ６ ） 可燃系粗大ごみの取り 扱いについて 

  畳や布団などの可燃系粗大ごみは、 こ れまでどおり 中央清掃セン タ ーに直

接搬入でき ます。  

  
（ ７ ） 指定ごみ袋の除外品目について 

  それ以上の分別の余地がない一部の品目について、 指定ごみ袋の使用を 求

める合理性がないこ と から 、以下のと おり 除外品目を設けます。こ れら の品目

だけを排出する際は指定ごみ袋を 使用し ていただく 必要はあり ません。  
 

・ 収 集 所 へ の 排 出 時： 落ち葉、 下草 

・ 中央清掃センタ ーへの直接搬入時： 座布団やぬいぐ るみなどの単体ごみ、 

落ち葉、 下草 
 

※上記除外品目であっ ても 、他のごみと 併せて排出する場合は指定ごみ袋の使

用が必要になり ます。   

行政

製袋業者 

製袋業者 

製袋業者 

小売店

小売店

小売店

住民 

事業者 

製 造 

認 

 

定  

流   

 

通 

販 

 

売 
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４．制度導入にあたっての周知と啓発 

（ １ ） 住民への周知と 啓発活動 

  指定ごみ袋制度導入にあたっ ては、すべての住民の皆様に対し て、丁寧に周

知する必要があり ます。説明会の開催のほか、ホームページや広報等、様々な

広告媒体を 活用し て広く 周知し てまいり ます。  

また制度導入後に、新たに転入さ れる方や、まだ制度を把握さ れていない方

にも 御理解いただけるよう 、 継続的に広報活動に努めてまいり ます。  

 

（ ２ ） 事業所への周知と 啓発活動 

  指定ごみ袋制度導入にあたっ ては、 市町の事業所が組合の施設でも やすし

かないごみを 処理する 場合も 、 住民の皆様と 同じ く 指定ごみ袋を 御利用いた

だく こ と になり ます。 事業所から 委託を 受けている一般廃棄物収集運搬業者

にも 御協力いただき ながら 、 通知文やホームページ等で周知し てまいり ます。 

  また制度導入後に事業を 開始さ れた方や、 新たに事業所を 構えた方などに

は、 施設への搬入許可申請手続き の際に併せてお知ら せいたし ます。  

 


